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１．2019 年度 委員・役員の選出について 

 

（１）名誉会長 

  2019 年度立命館大学父母教育後援会名誉会長は、仲谷善雄立命館大学長がこれをつとめる

（立命館大学父母教育後援会会則第 7 条 2 項）。 

 

（２）会長、副会長、監事、委員、常任委員選出 

  2019 年度総会は、会長、副会長、監事及び委員を選出し（会則第 8 条 1 号）、委員の中から常

任委員を選出する（会則第 8 条 3 号）。 

  慣例により常任委員は和歌山県を除く近畿地域在住の委員がこれをつとめる。 

  2018 年度第 6 回常任委員会は、2019 年度総会へ、議案 1 のとおり同役員案を提出する。 

 

（３）大学選出副会長 

  2019 年度大学選出副会長は、上野隆三 立命館大学副学長、伊坂忠夫 立命館大学副学長

がこれをつとめる。 

 

（４）幹事長、幹事、顧問 

  2019 年度幹事長及び幹事は、特別会員（大学に勤務する教職員）の中から会長が委嘱する

（会則第 8 条 4 号）。 

  2019 年度顧問は、大学関係者の中から常任委員会の議を経て会長が委嘱する（会則第 8 条 7

号）。2018 年度第 6 回常任委員会は、会長へ議案１のとおり顧問案を提出する。 

 

＊役員の任期 

･父母委員は、当年度総会から次年度総会まで1年間の任期をつとめる（再任を妨げない）（会則第10

条）。卒業等によって学部学生の父母でなくなった場合は会員でなくなり（会則第 3 条 1 号）、委員の任

期も終了する。 

・大学選出役員は大学学年暦どおり 4 月 1 日より翌年 3 月 31 日まで 1 年間の任期をつとめる（学園

役職の異動に準じて着・退任する（慣例による））。 

 

以上 

 

1



＜2019年度 委員一覧＞
役職 都道府県 新任 委員氏名 学部 役職 都道府県 新任 委員氏名 学部

会長 京都府 鈴木　順也 経済 石川県 ○ 酒井 ゆかり 法

奈良県 柴田　順夫 政策 石川県 ○ 宮田　弘之 文

大阪府 栁田　律子 政策 福井県 ○ 江守　郁代 経済

兵庫県 佐々木　元 産社 福井県 藤田　紀代美 経済

滋賀県 木村　美由紀 経営 岐阜県 ○ 西川　美智 法

京都府 樽谷　珠代 経営 岐阜県 谷口　美里 文

京都府 ○ 佐々木　顕子 経営 静岡県 ○ 堀　要 文

滋賀県 中村　八重子 情理 静岡県

大阪府 ○ 山本　典子 経済 愛知県 多田　純子 経営

奈良県 澤森　正之 理工 愛知県 長谷川　信子 産社

三重県 ○ 森口　智子 文

三重県 ○ 平田　晃 文

北海道 ○ 黒沼　淳一 総心 和歌山県 ○ 中谷　宏美 法

北海道 ○ 臼井　香苗 法 和歌山県 福田　幸子 薬

青森県 伊藤　嘉將 文 鳥取県 ○ 勢川　洋之 産社

青森県 ○ 齋藤　扶美子 産社 鳥取県 井木　啓子 文

岩手県 宮澤　範子 薬 島根県 永瀬　光俊 情理

岩手県 丸山　ちはや 産社 島根県 ○ 佐伯　雅章 産社

秋田県 篠崎　綾 経営 岡山県 ○ 中元　敬子 法

秋田県 ○ 佐々木　秀清 総心 岡山県 追林　美紀 情理

山形県 ○ 工藤　美枝子 薬 広島県 ○ 松本　雅美 映像

山形県 ○ 佐藤　泰幸 生命 広島県 ○ 和田　拓治 産社

宮城県 鈴木　智子 情理 山口県 小田　恭子 経済

宮城県 ○ 只野　久美子 映像 山口県 ○ 荻　優子 理工

福島県 ○ 北畠　淳子 文 香川県 真鍋　佳樹 法

福島県 ○ 黒田　貴江 法 香川県 ○ 三木　務 経済

茨城県 ○ 八重樫　百恵 経済 徳島県 尾上　美保 法

茨城県 ○ 渡邊　康子 理工 徳島県 ○ 見村　尚師 政策

千葉県 ○ 横谷　百合子 産社 高知県 岡林　康雄 薬

千葉県  永　千 産社 高知県 藤田　典弘 法

埼玉県 郡司　晃浩 文 愛媛県 ○ 十亀　剛一 国際

埼玉県 小島　修 文 愛媛県 武田　素子 理工

東京都 境　知子 スポ 福岡県 ○ 奥野　静人 映像

東京都 石川　葉子 情理 福岡県 ○ 牛島　千春 国際

神奈川県 ○ 近藤　俊哉 スポ 佐賀県 木島　千鶴 情理

神奈川県 ○ 秋元　真希 情理 佐賀県 ○ 川原　悦子 産社

山梨県 ○ 青沼　容子 経済 長崎県 濵﨑　史子 生命

山梨県 ○ 雨宮　和美 経営 長崎県 赤間　美晴 総心

栃木県 ○ 貝原　玲子 経営 熊本県 ○ 岩本　泰一 経営

栃木県 ○ 小林　忠晴 政策 熊本県 ○ 木嶋 正子 法

群馬県 ○ 荒井　一美 経済 大分県 佐藤　雄一郎 総心

群馬県 平松　真由美 産社 大分県 高田　久美子 産社

長野県 ○ 篠原　徹 産社 宮崎県 ○ 山元　恵 薬

長野県 熊谷　伸一 情理 宮崎県 外山　博子 理工

新潟県 ○ 谷黒　靖 産社 鹿児島県 ○  村　里子 薬

新潟県 石川　貴志 文 鹿児島県 ○ 桜井　真由美 映像

富山県 ○ 波江　百合子 文 沖縄県 渡名喜　明美 法

富山県 ○ 北村　由紀子 生命 沖縄県 ○ 森山　健二 スポ

委員

委員

　※敬称略　　　　　　　　93名（うち○印51名は新任）

副会長

監事

常任委員
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役　　職 学　園　役　職 氏　　名

名誉会長 総長 仲谷 善雄

副会長 副総長 上野 隆三

副総長 伊坂 忠夫

顧　問 理事長 森島 朋三 

専務理事 上田 寬

法学部長 德川 信治

経済学部長 河音 琢郎

経営学部長 小久保 みどり

産業社会学部長 竹内 謙彰

文学部長 米山 裕

理工学部長 高山 茂

国際関係学部長 河村 律子

政策科学部長 佐藤 満

情報理工学部長 山下 洋一

映像学部長 北野 圭介

薬学部長 服部 尚樹

生命科学部長 菊地 武司

スポーツ健康科学部長 長積 仁

総合心理学部長 佐藤 隆夫

食マネジメント学部長 朝倉 敏夫

グローバル教養学部長 金山 勉

幹事長 教学部長 森岡 真史

幹事 教学部副部長 鷹羽 浄嗣

学生部副部長 中鹿 直樹

キャリアセンター副部長 THAWONMAS RUCK

図書館副館長 大西 淳

国際部副部長 磯田 貴道

教学部次長（衣笠担当） 長谷川 哲

教学部次長（BKC担当） 松原 修

教学部次長（OIC担当） 柴田 直人

学生部次長 三ツ野 直樹

キャリアセンター次長 東 美江

学術情報部次長 近藤 茂生

国際部次長 植木 泰江

総務部長 木田 成也

計35名

＜2019年度　大学選出役員＞
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２．2018 年度事業報告について 

以下 4 点を基本的な考え方として、各事業を実施した。 

① 懇談会事業は、学生の学びや生活の様子を会員に伝えることを主な目的として実施する。 

② 学生支援事業は、学生が平等かつ公平に支援が受けられる事業に支援する。 

③ 広報・通信事業は、大学の取組みや学生生活の様子を会報誌やホームページで発信する。 

④ その他事業は、基本的に前年度事業を踏襲し、必要に応じて取組みを行っていく。 

 

１．懇談会事業 

以下の通り、懇談会事業を実施した。 

懇談会名称 概要 

総会・委員懇談会 

〔対象：都道府県委員〕 

 総会では、2018 年度役員選出、2017 年度事業・決算報告、2018 年度事業計

画・予算案が提起され、承認された。 

 委員懇談会では、「1 日キャンパス」（旧 都道府県父母教育懇談会）で新たに取り

組みたいことをテーマに意見交換や都道府県委員同士の交流を目的に、グループ別

懇談会を実施した。 

＊2018 年 5 月 19 日（土） びわこ・くさつキャンパスで開催 

  都道府県委員 88 名、大学選出役員 28 名が出席 

春のオープンカレッジ 

〔対象：全会員〕 

 衣笠、びわこ・くさつ、大阪いばらきキャンパスの 3 キャンパスで実施した。午前は学

生生活、就職、海外留学、資格講座、教職、大学院進学についての説明会、午後は

学部別懇談会を実施し、一日を通じて学生スタッフによるキャンパスツアーを行った。

＊2018 年 6 月 16 日（土） 各キャンパスで開催 

衣笠：885 人、BKC：1,095 人、OIC：502 人 

合計 2,482 人が参加 

  ＊2017 年度は、衣笠：904 人、ＢＫＣ：1,036 人、ＯＩＣ：388 人 

   合計 2,328 人が参加 

立命館大学 1 日キャンパス 

（旧 父母教育懇談会） 

〔対象：全会員〕 

 全国 42 会場へ大学教職員が赴き、大学での学びについて学生の体験談も交えな

がら説明会を実施。教員によるアカデミック講演会、全体会、テーマ別懇談会、交流

会のプログラムを実施し、保護者の悩みの解消や参加者同士の交流を図った。 

 2018 年度は従来の「都道府県父母教育懇談会」から「立命館大学 1 日キャンパ

ス」と名称を変更し、立命館大学の教育・研究の発信や、立命館ファミリーの拡充に重

点を置いて開催し、昨年比約 1.8 倍の 2,836 名の参加を得た。 

＊2018 年 5 月 26 日（土）～7 月 8 日（日） 期間中の土・日曜日に開催 

秋の委員懇談会 

〔対象：都道府県委員〕 

 2018 年度事業の進捗報告と、「父母教育後援会のこれまでの取り組みと今後の方

針について」をテーマに意見交換を行った。また、2018 年度は、次年度委員候補の

方にも参加していただき、各都道府県委員同士の連携を深める取り組みを行った。 

 ＊2018 年 11 月 10 日（土） 朱雀キャンパスで開催 

  都道府県委員 92 名、次期委員候補 45 名、大学選出役員 28 名が出席 

秋のオープンカレッジ 

〔対象：全会員〕 

 学生生活の様子が感じられる学園祭に会員を招待した。2018 年度は 3 キャンパス

で各 1 日ずつ開催し、1,971 組 の保護者の方が来場した。（昨年度 1,823 組） 

＊2018 年 10 月 14 日（日） 大阪いばらきキャンパス：391 組 （昨年度 292 組） 

＊2018 年 11 月 11 日（日） 衣笠キャンパス：780 組 （昨年度 765 組） 

＊2018 年 11 月 25 日（日） びわこ・くさつキャンパス：800 組 （昨年度 766 組） 

アカデミックウォッチング 

〔対象：全会員〕 

 教員や学生による解説・引率で京都、滋賀の名所を巡る企画を 6 コース開催した。

＊2018年11月18日（日）に開催、150名が参加。（2017年度は176名が参加）
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２．学生教育支援事業 

学生教育支援事業は、学生が平等かつ公平に支援が受けられる事業に支援した。 

（１）正課等教育支援 

支援事業 実施内容 

教学支援事業 

 学生に国内外の学術・文化・芸術の資産に触れてもらうため、国立美術館、国立博物館（下

記 8 施設）に無料で入館できるキャンパスメンバーズへの加盟に対して支援した。 

東京国立近代美術館、京都国立近代美術館、国立西洋美術館（東京都） 

国立国際美術館（大阪市）、国立新美術館（東京都）、京都国立博物館 

奈良国立博物館、国立民族学博物館（吹田市） 

 年に２回保証人宛に送付している成績通知表の送付経費の一部を補助した。 

 

（２）課外活動支援 

支援事業 実施内容 

文化・スポーツ 

活動応援事業 

 立命館大学の正課外活動を活性化するために、学生が互いに応援し、励まし合う“応援文

化”を醸成するために、応援ポスター等の広報展開や観戦チケットの補助を行った。 

 

（３）進路就職支援 

支援事業 実施内容 

就職活動支援事業 

 立命館大学オリジナル履歴書の制作とその無償配布（就職活動生対象）や、夜行バスで東京

へ移動し就職活動をする学生が、就職活動が開始するまでや合間の時間帯にシャワー付施設

を利用できるよう、通常価格との差額補助を行った。 

 

（４）国際交流支援 

支援事業 実施内容 

留学生支援事業 
 保護者またはそれに準ずるものが父母教育後援会会員である外国人留学生の国民健康保

険料に対して補助を行った。 

 

（５）奨学金支援 

支援事業 実施内容 

家計急変奨学金 

 2015 年度より、会員が死亡・重度障害に陥った場合は卒業までの学費を、失業・倒産の場

合も年間学費を支給するという、全国的にも例のない奨学金制度の拡充を行い、2018 年度は

50 名が採用された。（死亡 36 件、重度後遺障害 6 件、失業・倒産 8 件） 

災害支援奨学金 

 災害により人的、経済的被害を受け、修学の継続が困難となった学生を支援するため、2015

年度新たに災害支援奨学金制度を設立した。 

 北海道胆振東部地震により 2 名の会員が半壊の被害を受け、年間学費を給付した。 

 また、西日本豪雨では全壊 3 名、半壊 2 名、床上浸水 5 名の被災があったが、非常災害の

指定を受けたため大学による学費減免が適用されている。 

留学生支援奨学金 
 保護者またはそれに準ずるものが父母教育後援会会員である外国人留学生に学修の奨励を

目的とした援助を行った。 
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（６）その他 

支援事業 実施内容 

100 円朝食 

 2018 年度も活発に利用され、1 日平均 750 人、年間約 12 万人の学生が利用した。 

 また、2015 年度からは JA おうみ富士（BKC）、2018 年度からは、京北地域（衣笠）からも地

場産野菜を使った 100 円朝食を提供しており、地域振興にも取組んでいる。 

保健センター 

受診料補助 

 学生が保健センターで診療を受けた際、その医療費の自己負担額の補助を開始し、885 名

の学生に補助を行った。（昨年度 989 名） 

 

３．広報･通信事業 

（１） 父母教育後援会だより（会報誌）の発刊 

 「父母教育後援会だより」を発行し、父母教育後援会の取組み報告に加え、保護者の関心が高いテーマについ

て発信するなど、より一層内容の充実をはかった。 

 

（２） ホームページの管理･運営 

 掲載コンテンツの充実をはかり、学生やキャンパス普段の様子を発信した。なお、例年通り、行事の申込・

実施報告などもホームページ上で行った。 

 

（３）「学生生活ガイド」「健康ハンドブック」の配付 

 学生生活へのアドバイス等に役立ててもらう目的で、「学生生活ガイド（学生オフィス発行、新入生に配

布）」の抜粋・縮小版と「健康ハンドブック（保健センター発行、新入生のみに配布）」を新会員に配布した。 

 

４．特別事業 

（１）入学・卒業記念品作成 

 入学記念品として「キャンパスカレンダー」を新入生および全会員に、卒業記念品として西陣織正絹製

の立命館大学オリジナル「袱紗」を卒業生に贈呈した。 

 

（２）学園創立 120 周年記念事業への支援 

 2020年に学園創立120周年を迎えるため、周年事業に向け、2016年度から 5年間、毎年500万円積み立

てることとし、2018年度の積立金1,500万円。＜2016年度総会承認事項＞ 

 

（３）キャンパス整備への支援 

 キャンパス整備支援のため、2016年度から毎年2,000万円の積立を行う。＜2016年度総会承認事項＞ 

 大学との調整の結果、2018年度の執行は行わず、次年度に積み立てることとした。 

 

（４）災害見舞金・弔慰金の献呈 

「立命館大学父母教育後援会 会員災害見舞金規程」および「立命館大学父母教育後援会 会員弔慰金規程」

にもとづき、受給資格を有し、条件を満たした場合に献呈した。 

 

（５）古本募金 

被災地の復興支援につなげるため、父母教育後援会として2014年 9月から古本募金に取り組み、2018年度

末段階で1,704名の会員から153,966冊の寄付をいただき、2,707,832円の募金額となった。 

 

５．卒業生父母の会 

2018年度は、正会員170名、准会員215名の計385名の加入をいただき、全会員に「父母教育後援会だより」

を送付するとともに、正会員に対しては学園祭への招待とアカデミックウォッチングの案内をした。 
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３． 運用の一部見直し状況について 

 2018 年度総会において、以下の事業の運用を一部見直すこととし、新たな条件での運用を開始している。 

 

３-１．家計急変奨学金の給付対象の一部見直し 

 父母教育後援会は、立命館大学に入学した学生が経済的な事情により修学をあきらめることのないよう、学費負

担者である会員が死亡または重度後遺障害に陥った場合、標準修業年限までの学費を給付するという全国的にも

例のない家計急変奨学金制度を 2015 年度に構築し運用している。 

 これまで 172 名の学生に奨学金を給付しているが、退学を余儀なくされた学生は一人も出ておらず、家計急変奨

学金は経済的な支援に止まらず、受給学生にとって、自身が大学や父母教育後援会に支えられている、という精神

的な支柱として、極めて有効に機能している。 

 しかしながら、受給者が制度設計時の想定以上に増加したため、財政的に支えることが難しくなってきており、制度

の主旨を堅持し、安定的に支えていくため、給付対象の一部見直しを行うこととした。 

 

（１） 失業（解雇、破産）を対象から外す 

自己都合によらない解雇（自営業の場合は破産手続開始）の場合、2 学期分の学費を給付しているが、会社が解

雇を認める事例はむしろ少なく、実際に多い雇い止めなどによる失業は対象とならない。（死亡または重度後遺障害

によるものが 106 件であるのに対し、失業によるものは 18 件にとどまっている） 

家計急変奨学金は家計支持者が死亡または重度後遺障害に陥った場合でも、学生が修学をあきらめないよう支

援する、という基本的主旨に限定し、失業（解雇、破産）については、大学が行っている経済支援給付奨学金での対

応に統一する。 

 

（２） 重度後遺障害に「就労不能となった」という条件を加える 

家計支持者が重度後遺障害に陥った場合、死亡と同じ標準修業年限までの学費を給付している。これはガン等

で闘病に入った場合、収入も途絶え、家族も介護に追われるという状況を想定したものであり、その主旨を明確にす

るため、「重度後遺障害を生じたことにより就労不能となった」という条件を加える。 

 

（３） 施行開始時期 

 2018 年度中に父母教育後援会の会報や HP、大学の案内冊子などでの告知を行い、2019 年 4 月から新たな条

件による運用を開始している。 

 

３-２．兄弟が在籍している場合の会費の考え方の見直し 

父母教育後援会が行う会員互助事業において、これまでは会員に対して支給される弔慰金、災害給付金（それ

ぞれ 5 万円）に限定されており、兄弟が立命館大学に在籍しているかは給付額に影響しなかった。 

しかし、家計急変奨学金（卒業までの学費）や災害支援奨学金（年間学費）については、兄弟がいる場合は、それ

ぞれに対して奨学金が給付されるため、在学生が一人の会員と、在学生が複数いる会員では大きな格差が生じて

いる。相互扶助の観点から、実情に合わせ、2019年度より、兄弟が在籍している場合は、その人数分の会費を徴収

することとした。 

なお、入会金については、学生が入学した段階ですでに兄弟が在籍している場合は、現在入会中であるため改め

て請求しない。（過去に在籍していた兄弟がいて、学生が入学した段階では在籍兄弟がいない場合は、一旦退会し

ているため、再入会として入会金を請求する。） 

 

2019 年度の会費徴収から、新たな条件での納付を開始している。 
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４．新たな事業への取組み状況について 

４-１．共済事業の開始 （卒業見守り共済） 

 父母教育後援会は家計急変奨学金、災害支援奨学金や、保健センターを受診した学生の医療費補助など、

様々な互助事業を展開しており、会員の満足度も非常に高い。しかし、年会費 1 万円の中ですべてをまかなっていく

には限界があり、会員のニーズや学生が安心して修学できる補償を提供できるよう父母教育後援会として共済事業

に取り組むこととした。 

 2019 年度からの提供を目指し常任委員会で検討し、卒業までの学費が給付される家計急変奨学金を補完し、1

ヶ月 800 円の掛金で、月額８万円を卒業予定年度(※)まで給付する「卒業見守り共済」として 2019 年 4 月から提

供を開始している。 

 

※  加入時に卒業が予定される年度までの掛金を納付する。それを越えて在籍する場合は加入の延長が必要。 

 

 

４-２．クレジットカード事業への取組み 

父母教育後援会の活動領域が広がってきており、会費以外の収入政策としてクレジットカード事業に取組むことと

した。 

 
※ カードの発行主体になると、加入者数に応じた報奨金や、そのカードを使って決済された金額に応じてカード会社

から還元され、この還元金を学生支援事業に活用する。 

 
大学との協議やクレジット会社との提携条件の調整を行っているが、具体的な実施にいたっていない。2020 年度

からの発行を目指して調整を継続する。 
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５． 2018 年度決算報告について 
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予算額① 執行額② り金以 差異(①-②) 主な内容

【経常収入の部】

会費収入 [ 358,070,000 ] [ 356,421,500 ] [ 1,648,500 ]

正会員会費収入 （ 356,000,000 ） （ 354,317,500 ） （ 1,682,500 ）

入会金収入 36,000,000 35,290,000 710,000 入会金5千円×7,058名

年会費収入 320,000,000 319,000,000 1,000,000 年会費1万円×31,900名

強制退会者会費収入 27,500 △ 27,500 強制退会者×5名（7,500円×1名＋5,000円×4名）

卒業生父母の会会費収入 （ 2,070,000 ） （ 2,104,000 ） （ △ 34,000 ）

正会員会費収入 1,500,000 2,135,000 △ 635,000

准会員会費収入 570,000 679,000 △ 109,000

会費等返金額 △ 710,000

災害支援奨学金基金収入 [ 100,000,000 ] [ ] [ 100,000,000 ]

資産運用収入 [ 30,000 ] [ 3,696 ] [ 26,304 ]

預金利息収入 30,000 3,696 26,304 預金利息

雑収入 [ 0 ] [ 1,910,890 ] [ △ 1,910,890 ]

雑収入 0 1,910,890 △ 1,910,890 ｷｬﾝﾊﾟｽｶﾚﾝﾀﾞｰ頒布収入等

過年度計上費用戻入 77,300,000

A 経常収入合計 458,100,000 435,636,086 22,463,914

【経常支出の部】

事業費支出 [ 427,020,000 ] [ 284,953,745 ] [ 142,066,255 ]

学生教育支援事業支出 〈 92,370,000 〉 〈 67,308,268 〉 〈 25,061,732 〉

100円朝定食補助費支出 17,000,000 13,343,698 3,656,302

保健センター受診料補助 2,070,000 1,280,770 789,230 885名に支援

就職活動早朝支援 500,000 122,800 377,200 232名に支援

学園祭支援事業費支出 3,000,000 0 3,000,000

学園祭チケット 1,200,000 799,200 400,800 模擬店チケット換金

入学記念品作成費支出 800,000 567,000 233,000 新入生用7500部

卒業記念品作成費支出 22,200,000 14,175,000 8,025,000

キャンパス整備支援事業費 20,000,000 20,000,000 0 キャンパス整備支援として毎年度2,000万円を積立て（2016総会承認）

学園120周年記念事業 5,000,000 5,000,000 0 立命館創始150年（2020年）に向け、毎年度500万円を積立て（2016総会承認）

教学支援支出 2,600,000 2,510,000 90,000

課外活動支援支出 10,000,000 2,304,800 7,695,200

留学生支援支出 3,000,000 2,205,000 795,000

留学生奨学金支出 5,000,000 5,000,000 0

会員支援事業費支出 〈 105,650,000 〉 〈 99,901,327 〉 〈 5,748,673 〉

懇談会事業費支出 （ 59,150,000 ） （ 55,879,746 ） （ 3,270,254 ） オープンカレッジ、1日キャンパス、アカデミックウォッチング支出

業務委託費支出 4,600,000 4,007,690 592,310 各事業の当日運営費、設営、撤去、誘導など

会場費支出 26,000,000 29,142,586 △ 3,142,586 1日キャンパス会場費

通信運搬費支出 1,700,000 992,990 707,010 各事業の資料運搬費

印刷費支出 1,200,000 1,127,277 72,723 各事業の資料印刷費（配布資料、アンケート用紙、招待券、チケット）

謝礼金支出 2,000,000 1,135,000 865,000 各事業へ登壇する講師、学生、卒業生の謝礼

旅費交通費支出 19,000,000 16,570,027 2,429,973 各事業の出張要員、登壇する講師、学生、卒業生の交通費

雑費支出 4,650,000 2,904,176 1,745,824 各事業の保険料、1日キャンパス交流会費、お土産代など

アカデミックウォッチング （ 1,300,000 ） （ 2,444,798 ） （ △ 1,144,798 ） 業務委託費、システム利用料、講師謝礼、会場関係費など

会員・特別会員記念品作成費支出 （ 3,360,000 ） （ 3,058,400 ） （ 301,600 ） 保護者+教職員用39200部

会報・学園案内広報事業支出 〈 41,840,000 〉 〈 38,518,383 〉 〈 3,321,617 〉

会報発行費支出 32,390,000 26,314,042 6,075,958 会報、冊子2種（しおり、行事案内）制作費、印刷費、発送費

ホームページ運営費支出 5,000,000 5,000,000 0 ホームページ年間運営費

学園案内印刷費支出 2,750,000 5,530,341 △ 2,780,341 学生生活ガイド、健康ハンドブックなど

映像制作費 1,700,000 1,674,000 26,000 1日キャンパス用大学紹介ビデオ作成

会員互助費支出 〈 219,000,000 〉 〈 117,204,150 〉 〈 101,795,850 〉

会員家計急変奨学金支出 117,000,000 113,739,150 3,260,850

災害支援奨学金支出 100,000,000 1,665,000 98,335,000

弔慰金支出 2,000,000 1,800,000 200,000

新規事業計画費 〈 10,000,000 〉 〈 540,000 〉 〈 9,460,000 〉

管理費支出 [ 31,080,000 ] [ 26,631,823 ] [ 4,448,177 ]

会議費支出 〈 9,100,000 〉 〈 11,423,228 〉 〈 △ 2,323,228 〉

総会・春の委員懇談会 4,200,000 4,172,834 27,166

秋の委員懇談会 4,000,000 6,153,376 △ 2,153,376

常任委員会 900,000 1,097,018 △ 197,018

事務費支出 〈 3,980,000 〉 〈 4,377,339 〉 〈 △ 397,339 〉 封筒等

人件費支出 〈 18,000,000 〉 〈 10,831,256 〉 〈 7,168,744 〉

B 経常支出合計 [ 458,100,000 ] [ 311,585,568 ] [ 146,514,432 ]

C=A-B 経常費収支差額 0 124,050,518 △ 124,050,518

Ｄ 予備費 [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ]

E=C-D 当期収支差額 0 124,050,518 △ 124,050,518

F 前期繰越収支差額 308,390,751 311,260,734 2,869,983

G=E+F 次期繰越収支差額 308,390,751 435,311,252 △ 126,920,501

2018年度立命館大学父母教育後援会収支計算書
科　　　目

（単位：円）
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立命館大学父母教育後援会

（単位：円）

資産の部

１．流動資産

0

590,694,098

立命館大学　預け金 138,506,819

京都中央信用金庫　普通預金① 19,084,769

みずほ銀行　　　　普通預金 131,265,848

郵便振替口座 5,333,692

296,502,970

590,694,098

２．固定資産

0

学園債 0

0

資産合計 590,694,098

負債の部

　流動負債 155,382,846

4,403,846

　　 前受金

在校生次年度会費 114,725,000

卒業生父母会会費 1,254,000

　積立金

15,000,000

20,000,000

負債合計 155,382,846

正味財産の部
　正味財産
　　運用財産 435,311,252
　 正味財産合計 435,311,252
　　（うち当期正味財産増加額） ( 124,050,518 )

負債および正味財産合計 590,694,098

　　 キャンパス整備費支援積立

　　　　　　 京都中央信用金庫　普通預金②

       流動財産合計

       投資有価証券

       固定資産合計

     18年度未払金

　　 学園120周年記念事業積立(毎年500万円）

       預　金

貸　借　対　照　表
2019年3月31日現在

科　目 金　額

       現　金
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【受取会費計】 356,421,500 資産の部
【現預金】

【雑収益計】 79,214,586 　現金 0
【経常収益計】 435,636,086 　普通預金　中信① 19,084,769
【事業費合計】 285,053,709 　普通預金　みずほ 131,265,848

　普通預金　ゆうちょ 5,333,692
【人件費計】 10,831,256 　普通預金　中信② 296,502,970
【その他管理費計】 15,700,603 　　　　　　　計 452,187,279
【管理費合計】 26,531,859

【大学預け金】 138,506,819

【経常費用計】 311,585,568 合計① 590,694,098
【当期経常増減額】 124,050,518

負債の部
【当期一般正味財産増減額】 124,050,518 　18年度未払金 4,403,846
【一般正味財産期首残高】 311,260,734

　在校生会費前受け金 114,725,000
【一般正味財産期末残高】 435,311,252 　卒業生父母会費前受け金 1,254,000

　学園120周年記念事業積立 15,000,000
　キャンパス整備費支援積立 20,000,000

合計② 155,382,846

①-②正味財産 435,311,252

正味財産増減計算書
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６． 2019 年度事業計画および予算案について 

以下 4 点を基本的な考え方として、各事業を実施する。 

① 懇談会事業は、立命館大学の教育研究の発信および会員相互の交流を主な目的として実施する。 

② 学生支援事業は、学生が平等かつ公平に支援が受けられる事業に支援する。 

③ 広報・通信事業は、大学の取組みや学生生活の様子を会報誌やホームページで発信する。 

④ その他事業は、基本的に前年度事業を踏襲し、必要に応じて取組みを行っていく。 

 

１．懇談会事業 

以下の通り、懇談会を実施する。 

懇談会名称 概要 

総会・委員懇談会 

〔対象：都道府県委員〕 

 総会では、2019 年度役員選出、2018 年度事業・決算報告、2019 年度事業計

画・予算案を確定する。 

 委員懇談会では、2019 年度事業に関わる意見交換や都道府県委員同士の交流

を目的に、グループ別懇談会を実施する。 

＊2019 年 5 月 11 日（土） 大阪いばらきキャンパスで開催 

春のオープンカレッジ 

〔対象：全会員〕 

 衣笠、びわこ・くさつ、大阪いばらきの各キャンパスで、午前は、就職説明会およびア

カデミック講演会を実施し、午後は、学生生活、海外留学、資格講座、教職(※)、大

学院進学説明会および、学部別懇談会を実施する。また、学生スタッフによるキャン

パスツアーを実施する。 

＊2019 年 6 月 15 日（土） 衣笠、びわこ・くさつ、大阪いばらきキャンパスで開催 

※教職説明会は衣笠、BKC のみ開催 

立命館大学 1 日キャンパス 

（旧 父母教育懇談会） 

〔対象：全会員〕 

 全国 47 会場すべての会場で立命館大学教員によるアカデミック講演会を開催す

る。また、各会場には教職員が赴き、大学での学びや就職状況について説明する全

体会と、会員相互の交流を深め、教職員が質問に答える交流・質問会を開催する。 

＊2019 年 5 月 25 日（土）～7 月 7 日（日） 期間中の土・日曜日に開催 

秋の委員懇談会 

〔対象：都道府県委員〕 

※次年度委員候補も 

オブザバー参加 

2019 年度事業進捗の報告と、新年度事業に向けた意見交換を行う。 

＊2019 年 11 月 16 日（土） 衣笠キャンパスで開催予定 

秋のオープンカレッジ 

<学園祭への招待> 

〔対象：全会員〕 

学生生活の様子が感じられる学園祭に会員を招待する。 

＊2019 年 10 月 27 日（日） 大阪いばらきキャンパス 

＊2019 年 11 月 17 日（日） 衣笠キャンパス 

＊2019 年 12 月 1 日（日）  びわこ・くさつキャンパス 

アカデミックウォッチング 

〔対象：全会員〕 

教員による解説・引率で京都などの名所を巡る企画を複数コース開催する。 

＊2019 年 11 月 17 日（日） 
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２．学生教育支援事業 

学生教育支援事業は、学生が平等かつ公平に支援が受けられる内容に支援する。 

（１）正課等教育支援 

支援事業 実施内容 

教学支援事業 

 学生に国内外の学術・文化・芸術に触れもらうため、国立美術館、国立博物館（下記 8

施設）に学生が無料で入館できるキャンパスメンバーズへの加盟費に対し支援する。 

東京国立近代美術館、京都国立近代美術館、国立西洋美術館（東京都） 

国立国際美術館（大阪市）、国立新美術館（東京都）、京都国立博物館 

奈良国立博物館、国立民族学博物館（吹田市） 

 

（２）課外活動支援 

支援事業 実施内容 

文化・スポーツ 

活動応援事業 

 スポーツ・文化芸術活動を活性化するために、学生が互いに応援し、励ましあう応援文

化を醸成するよう、応援グッズ作成や学園祭企画への補助を行う。 

 

（３）進路就職支援 

支援事業 実施内容 

就職活動支援事業 

 立命館大学オリジナル履歴書の制作とその無償配布（就職活動生対象）や、夜行バスで

東京へ移動し就職活動をする学生が、就職活動が開始するまでや合間の時間帯にシャワ

ー付施設を利用できるよう、通常価格との差額補助を行う。 

 

（４）国際交流支援 

支援事業 実施内容 

留学生支援事業 
 保護者またはそれに準ずるものが父母教育後援会会員である外国人留学生の国民健康

保険料に対して補助を行う。 

 

（５）奨学金支援 

支援事業 実施内容 

会員家計急変奨学金 
 学費負担者である会員が死亡または重度障害により就労不能となった場合は卒業まで

の学費を支給し、修学の継続が困難となった学生への支援を行う。 

災害支援奨学金 

 災害により学費負担者である会員が、①30 日以上の治療を要する人的被害を受けた場

合、②居住家屋の全壊、全焼、半壊、半焼、床上浸水の被害を受けた場合、年間学費を

支給し、修学の継続が困難となった学生への支援を行う。 

留学生支援奨学金 
 保護者またはそれに準ずるものが父母教育後援会会員である外国人留学生に学修の奨

励を目的とした援助を行う。 

 

（６）その他 

支援事業 実施内容 

100 円朝食 
 現在の提携先である大学生協、JA おうみ冨士、京北地域だけでなく、他の外部団体とも

提携をし、通常価格との差額補助を行う。 

保健センター受診料補

助 
 学生が保健センターで診療を受けた際、保険診療費の補助を行う。 
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３．広報･通信事業 

広報･通信事業は、会報誌面の内容の充実、ホームページコンテンツの充実をはかる。 

（１） 父母教育後援会だより（会報誌）の発刊 

 「父母教育後援会だより」を発行し、父母教育後援会の取組み報告に加え、保護者の関心が高いテーマに

ついて発信していく。 

 

（２） ホームページの管理･運営 

 掲載コンテンツの充実をはかり、学生やキャンパスの様子だけでなく、大学周辺地域の情報も発信し

ていく。 

 

（３）「学生生活ガイド」「健康ハンドブック」の配付 

 学生生活へのアドバイス等に役立ててもらう目的で、「学生生活ガイド（学生オフィス発行、新入生

に配布）」および「健康ハンドブック（保健センター発行、新入生に配布）」を新会員に配布する。 

 

 

４．特別事業 

（１）入学・卒業記念品作成 

 入学記念品として「キャンパスカレンダー」を新入生および全会員に、卒業記念品として「袱紗」を卒

業生に贈呈する。 

 

（２）学園創立 120 周年記念事業への支援 

 2020年に学園創立120周年を迎えるため、周年事業に向け、総額2,500万円の積立をおこなう。（2016

年度総会で2016年度から5年間、毎年500万円積み立てることを決定） 

 

（３）キャンパス整備への支援 

 キャンパス再整備支援のため、毎年2,000万円を予算化し、大学と協議の上、キャンパス整備など学

生のアメニティ向上に活用する。 

 

（４）災害見舞金・弔慰金の献呈 

 「立命館大学父母教育後援会 会員災害見舞金規程」および「立命館大学父母教育後援会 会員弔慰金

規程」にもとづき、受給資格を有し、条件を満たした場合に献呈する。 

 

（５）古本募金 

 会員に古本の寄付を呼びかけ、被災地の復興支援につなげる。 

 

 

５．卒業生父母の会 

全会員に「父母教育後援会だより」を送付し、正会員に対しては学園祭、アカデミック講演会、アカデミックウォッチ

ングへのご案内を行う。   

 

以 上        

 

18



2019予算案（①） 2018予算（②） 金 以 差異(①-②) 主な内容

【経常収入の部】

会費収入 [ 358,100,000 ] [ 358,070,000 ] [ 30,000 ]

正会員会費収入 （ 356,000,000 ） （ 356,000,000 ） （ 0 ）

入会金収入 36,000,000 36,000,000 0 入会金5千円×7200名

年会費収入 320,000,000 320,000,000 0 年会費1万円×32,000名

強制退会者会費収入 0

卒業生父母の会会費収入 （ 2,100,000 ） （ 2,070,000 ） （ 30,000 ）

正会員会費収入 1,500,000 1,500,000 0 会費10,000円×150名

准会員会費収入 600,000 570,000 30,000 会費 3,000円×200名

災害支援奨学金基金収入 [ 100,000,000 ] [ 100,000,000 ] [ 0 ]

資産運用収入 [ 30,000 ] [ 30,000 ] [ 0 ]

預金利息収入 30,000 30,000 0 預金利息

雑収入 [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ]

雑収入 0 0 0 ｷｬﾝﾊﾟｽｶﾚﾝﾀﾞｰ配布対象外への提供（＠100）

A 経常収入合計 458,130,000 458,100,000 30,000

【経常支出の部】

事業費支出 [ 423,850,000 ] [ 427,020,000 ] [ △ 3,170,000 ]

学生教育支援事業支出 〈 85,200,000 〉 〈 92,370,000 〉 〈 △ 7,170,000 〉

100円朝定食補助費支出 17,000,000 17,000,000 0 2018年度実績

保健センター受診料補助 2,100,000 2,070,000 30,000 2018年度実績

就職活動早朝支援 500,000 500,000 0 2018年度実績

学園祭支援事業費支出 3,000,000 3,000,000 0

学園祭チケット 1,200,000 1,200,000 0 模擬店チケット換金、3キャンパス実施年度の実績に基づく

入学記念品作成費支出 800,000 800,000 0 新入生用8,800部

卒業記念品作成費支出 15,000,000 22,200,000 △ 7,200,000 2,000円×7,500名分

キャンパス整備支援事業費 20,000,000 20,000,000 0 キャンパス整備支援として毎年度2,000万円を積立て（2016総会承認）

学園120周年記念事業 5,000,000 5,000,000 0 立命館創始150年（2020年）に向け、毎年度500万円を積立て（2016総会承認）

教学支援支出 2,600,000 2,600,000 0 （教学部）キャンパスメンバーズ

課外活動支援支出 10,000,000 10,000,000 0

留学生支援支出 3,000,000 3,000,000 0

留学生奨学金支出 5,000,000 5,000,000 0

会員支援事業費支出 〈 109,650,000 〉 〈 105,650,000 〉 〈 4,000,000 〉

懇談会事業費支出 （ 63,150,000 ） （ 59,150,000 ） （ 4,000,000 ） 1日キャンパス、春・秋のオープンカレッジ、アカデミックウォッチング支出

業務委託費支出 4,600,000 4,600,000 0 各事業の当日運営費、設営、撤去、誘導など

会場費支出 20,000,000 26,000,000 △ 6,000,000 1日キャンパス会場費

交流会費支出 10,000,000 0 10,000,000 1日キャンパス交流会費、春のオープンカレッジ昼食券

通信運搬費支出 1,700,000 1,700,000 0 各事業の資料運搬費

印刷費支出 1,200,000 1,200,000 0 各事業の資料印刷費（配布資料、アンケート用紙、招待券、チケット）

謝礼金支出 2,000,000 2,000,000 0 各事業へ登壇する講師、学生、卒業生の謝礼

旅費交通費支出 19,000,000 19,000,000 0 各事業の出張要員、登壇する講師、学生、卒業生の交通費

雑費支出 4,650,000 4,650,000 0 各事業の保険料、要員昼食代など

アカデミックウォッチング （ 1,300,000 ） （ 1,300,000 ） （ 0 ） 業務委託費、システム利用料、講師謝礼、会場関係費など

会員・特別会員記念品作成費支出 （ 3,360,000 ） （ 3,360,000 ） （ 0 ） 保護者+教職員用37,900部

会報・学園案内広報事業支出 〈 41,840,000 〉 〈 41,840,000 〉 〈 0 〉

会報発行費支出 32,390,000 32,390,000 0 会報、冊子2種（しおり、行事案内）制作費、印刷費、発送費

ホームページ運営費支出 5,000,000 5,000,000 0 ホームページ年間運営費

学園案内印刷費支出 2,750,000 2,750,000 0 学生生活ガイド、健康ハンドブックなど

映像制作費 1,700,000 1,700,000 0 大学紹介ビデオ

会員互助費支出 〈 219,000,000 〉 〈 219,000,000 〉 〈 0 〉

会員家計急変奨学金支出 117,000,000 117,000,000 0

災害支援奨学金支出 100,000,000 100,000,000 0

弔慰金支出 2,000,000 2,000,000 0

新規事業計画費 〈 10,000,000 〉 〈 10,000,000 〉 〈 0 〉

管理費支出 [ 33,580,000 ] [ 31,080,000 ] [ 2,500,000 ]

会議費支出 〈 11,600,000 〉 〈 9,100,000 〉 〈 2,500,000 〉

総会・春の委員懇談会 4,200,000 4,200,000 0

秋の委員懇談会 6,500,000 4,000,000 2,500,000 次年度委員の参加交通費を含む

常任委員会 900,000 900,000 0

事務費支出 〈 3,980,000 〉 〈 3,980,000 〉 〈 0 〉 封筒等

人件費支出 〈 18,000,000 〉 〈 18,000,000 〉 〈 0 〉

B 経常支出合計 [ 457,430,000 ] [ 458,100,000 ] [ △ 670,000 ]

C=A-B 経常費収支差額 700,000 0 700,000

Ｄ 予備費 [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ]

E=C-D 当期収支差額 700,000 0 700,000

F 前期繰越収支差額 435,311,252 308,390,751 △ 126,920,501

G=E+F 次期繰越収支差額 436,011,252 308,390,751 127,620,501

2019年度立命館大学父母教育後援会予算案
科　　　目

（単位：円）
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【参考】立命館大学父母教育後援会会則 
 

(名称及び所在) 

第 1 条 本会は、立命館大学父母教育後援会と称し、本部を立命館大

学内に置く。 

 

(目的) 

第 2 条 本会は、立命館大学(以下「大学」という)の教育方針に則り、

大学と大学学部に在籍する学生の父母又はこれに準ずる者(以下「学

生の父母」という)との連絡を密にし、教育事業を援助し、併せて会

員相互の親睦を図ることを目的とする。 

 

(会員の資格) 

第 3 条 本会は、次の会員をもって組織する。 

(1) 正会員 学部学生の父母 

(2) 特別会員 大学に勤務する教職員 

(3) 賛助会員 本会の趣旨に賛同し、これに援助を与える者 

 

(事業) 

第 4 条 本会は、その目的を達成するために、次の事業を行う。 

(1) 父母教育懇談会の開催 

(2) 就職説明懇談会の開催 

(3) 機関誌の刊行 

(4) 学生の教育、厚生等に必要な事業に対する援助 

(5) 大学の教育、研究に対する援助 

(6) その他本会の目的を達成するために必要な事業 

 

(総会) 

第 5 条 本会に、総会を置く。総会は、定期総会と臨時総会とする。 

2 定期総会は、毎年 1 回開催し、臨時総会は、常任委員会の議を経

て随時開催する。 

3 総会は会長、副会長、監事、常任委員、委員及び幹事長をもって

構成し、会長が議長となる。 

4 総会の議事は、出席者の過半数をもって決定する。 

5 総会は、次の事項を決定する。 

(1) 会長、副会長、監事、常任委員及び委員の選出 

(2) 会則の改正 

(3) 事業計画及び予算、決算 

(4) その他重要事項 

 

(役員) 

第 6 条 本会に、次の役員を置く。 

(1) 会長 1 名 

(2) 副会長 若干名 

(3) 監事 2 名 

(4) 常任委員 若干名 

(5) 委員 会員の在籍する各都道府県あたり 1名以上 

(6) 幹事長 1名 

(7) 幹事 若干名 

(8) 相談役 若干名 

(9) 顧問 若干名 

 

(名誉会長) 

第 7 条 本会に、名誉会長を置く。 

2 名誉会長は、大学長をもってあてる。 

3 名誉会長は、常任委員会に出席して意見を述べることができる。 

 

(役員の選任) 

第 8 条 役員は、次の方法によって選任する。 

(1) 会長、副会長、監事及び委員は、総会において正会員の中から

選出する。 

(2) 前号の規定にかかわらず、副会長のうち 2 名は副学長をもって

あてる。 

(3) 常任委員は、総会において委員の中から選出する。 

(4) 会長は、役員の選出にあたり、幹事長等と協議して候補者を推

薦することができる。 

(5) 幹事長及び幹事は、特別会員の中から会長が委嘱する。 

(6) 相談役は、本会のために特に功労のあった者につき、常任委員

会の議を経て会長が委嘱する。 

(7) 顧問は、大学関係者の中から、常任委員会の議を経て会長が委

嘱する。 

 

(役員の職務権限) 

第 9 条 会長は、会務を統括し、本会を代表する。 

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を

代行する。 

3 監事は、本会の会務及び会計を監査する。 

4 委員は各県での懇談会等を通じて会員の意見をまとめ総会に報告

することができる。 

5 幹事長は、会務を執行し、幹事は、これを補佐する。 

6 相談役は、会長の諮問に応じ、常任委員会に出席して意見を述べ

ることができる。 

7 顧問は、常任委員会の諮問に応じ、常任委員会に出席して意見を

述べることができる。 

 

(役員の任期) 

第 10 条 役員の任期は 1 年とする。ただし、再任を妨げない。 

 

第 11 条 削除 

 

(常任委員会) 

第 12 条 本会に、常任委員会を置く。 

2 常任委員会は、会長、副会長、監事、常任委員及び幹事長をもっ

て構成し、会長が議長となる。 

3 常任委員会は、原則として年 2 回以上開催し、その議事は、出席

者の過半数をもって決定する。 

4 常任委員会は、次の事項を審議し、本会の運営を担当する。 

(1) 事業計画案及び予算案並びに決算書の作成 

(2) 事業計画の実施 

(3) 施行細則、規程等の制定及び改正 

(4) 相談役及び顧問の推薦 

(5) その他の会務の執行に関する事項 

 

(事務局) 

第 13 条 本会に、本部事務局を置き、大学の担当する部長もしくは

次長がこれを統括する。 

2 事務局は校友・父母課長がこれを担う。 

 

第 14 条 本会に、支部を置くことができる。支部に関する事項は、

別に定める。 

 

(会計年度) 

第 15 条 本会の会計年度は、毎年 4月 1 日から翌年の 3月 31 日まで

とする。 

 

(運営資金) 

第 16 条 本会の運営は、入会金、会費、寄附金及びその他の収入に

よる。 

2 入会金及び会費の額、並びにその納入方法は、次のとおりとする。 

(1) 正会員の入会金は、5,000 円とする。 

(2) 正会員の会費は、年額 10,000 円とする。 

(3) 賛助会員は、年額 1 口 30,000 円以上とし、本会に納入する。 

(4) 正会員の入会金及び会費は、毎学年度の始めに納入しなければ

ならない。 

(5) 会費等の徴収は、大学に委託して行う。 

 

(卒業生父母の会) 

第17条 本会のもとに立命館大学父母教育後援会卒業生父母の会(以

下「卒業生父母の会」という。)を置く。 

2 卒業生父母の会の会則は別に定める。 

 

(会則の改正) 

第 18 条 この会則は、常任委員会の議を経て総会の決議により改正

することができる。 

 

(細則等の制定) 

第 19 条 この会則の施行に伴う細則、その他の規程は、常任委員会

において定める。 

 

附 則  この規程は、1992 年 5月 24 日から施行する。 

附 則  (2003 年 5月 24 日総会規程の変更に伴う改正) 

この規程は、2003 年 5月 24 日から施行する。 

附 則  (2006 年 5月 20 日事務局規程の変更に伴う改正) 

この規程は、2006 年 5月 20 日から施行する。 

附 則  (2009 年 5月 16 日部課名の変更に伴う改正) 

この規程は、2009 年 5月 16 日から施行する。 

附 則  (2013 年 5月 18 日卒業生父母の会員追加にともなう改正) 

この規程は、2013 年 5月 18 日から施行する。 

附 則  (2014 年 5月 17 日役員選出方法の追加に伴う改正) 

この規程は、2014 年 5月 17 日から施行する。 

附 則  (2015 年 5月 16 日 卒業生父母の会の設置に伴う改正) 

この規程は、2015 年 5月 16 日から施行する。 

附 則  （2018 年 5月 19 日 大学の組織再編に伴う改正） 

この規程は、2018 年 5月 19 日から施行する。 
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【参考】立命館大学父母教育後援会卒業生父母の会会則 

 

（趣旨） 

第 1条 この会則は、立命館大学父母教育後援会会則第 17条に定める立命館大学父母教育後援会卒業生父母

の会（以下「本会」という。）に関する事項について定める。 

 

（目的） 

第 2 条 本会は、立命館大学父母教育後援会（以下「父母教育後援会」という。）のもとに置く会として、父母教育後

援会の事業方針に則り、父母教育後援会が行う学生支援事業を援助するとともに、卒業生父母の会員相互の親睦

を図ることを目的とする。 

 

（事業） 

第 3 条 本会は、その目的を達成するために、次の事業を行う。 

 (1) 父母教育後援会が行う学生支援事業の援助 

 (2) 立命館大学に対する会員の関心を高め、会員相互の親睦を深めるための事業 

 (3) その他本会の目的を達成するために必要な事業 

 

（会員） 

第 4 条 会員は、正会員、准会員の 2 種類とする。 

2 本会は、立命館大学学部卒業生または立命館大学大学院修了生の父母のうち、次の各号の会費を所定の方

法で納めた者が会員になることができるものとする。 

 (1) 正会員 年額 10,000 円 

 (2) 准会員 年額 3,000 円 

 

（会計年度） 

第 5 条 本会の会計年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。 

 

（運営） 

第 6 条 本会の運営は父母教育後援会が行う。 

2 この会則に定めのない事項は、父母教育後援会常任委員会において定める。 

 

（会則の改正） 

第 7 条 この会則は、父母教育後援会常任委員会の議を経て、父母教育後援会総会の決議により改正することが

できる。 

 

附 則  この会則は、2015 年 5 月 16 日から施行する。 
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2019 年 5 月 11 日（土） 

大阪いばらきキャンパス グランドホール 

 

 

 

 

 

 

 

⽴命館⼤学⽗⺟教育後援会 

2019 年度 総会 


